
千葉県 京都府 長崎県 さいたま市 八王子市 条例の会

施行 平成19年7月 平成27年4月 平成26年4月 平成23年4月 平成24年4月 骨子案

目的

第一条　この条例は、障害のある人に対
する理解を広げ、差別をなくすための取組
について、基本理念を定め、県、市町村及
び県民の役割を明らかにするとともに、当
該取組に係る施策を総合的に推進し、障
害のある人もない人も共に暮らしやすい社
会の実現を図り、もって現在及び将来の
県民の福祉の増進に資することを目的と
する。

なし 第１条 この条例は、障害及び障害のある
人に対する県民の理解を深め、障害のあ
る人に対する差別を禁止し、差別をなくす
ための施策の基本となる事項等を定める
ことにより、障害の有無にかかわらず、誰も
が住み慣れた地域で、社会を構成する一
員として、あらゆる社会活動に参加するこ
とができる共生社会の実現に寄与すること
を目的とする。

第１条 この条例は、障害者への差別及び
虐待を禁止するとともに、障害者の自立及
び社会参加を支援するための措置を講じ
ることにより、障害者が地域社会を構成す
る一員として日常生活を営み、権利の主
体として社会、経済、文化その他のあらゆ
る分野の活動に参加する機会を得られる
よう、地域福祉の推進を図り、もって市民
が障害の有無にかかわらず、等しく市民と
して個人の尊厳と権利が尊重され、その
権利を享受することができる地域社会の
実現に寄与することを目的とする。

第１条 この条例は、障害者に対する市民
及び事業者の理解を深め、障害者に対す
る差別をなくすための取組について、基本
理念を定め、市、市民及び事業者の責務
を明らかにするとともに、当該取組に係る
施策を総合的に推進し、もって市民が障
害の有無にかかわらず、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共に安心して暮らす
ことができる社会の実現に寄与することを
目的とする。

(1)障害や障害を持つ人に理解を深めるこ
と。
(2)障害を持つ人に対する差別を禁止するこ
と。
(3)障害の有無によらず、地域社会に参加し
ながら生活できる社会を実現すること。

(1)共生社会を構築するために、障害の有無
によらず、等しく人権を享受する個人として
尊重され、権利の行使を保障されること。
(2)障害をもつ人も社会の一員として、地域
社会を営む権利があることを確認する。
(3)障害の有無によらず、参加できる地域社
会を市民全体で構築していくこと。
(4)「差別する側とされる側に分けて相手方
を一方的に非難し制裁を加えようとするもの
ではあってはならないこと。」（※長崎条例
第3条4項より）

他自治体等における条例の目的・基本理念

第２条 共生社会（全ての府民が、障害の有無によっ
て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会をいう。以下同じ。）の推
進は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基
本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじら
れ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を
有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨とし
て行われなければならない。
(1) 全て障害者は、社会を構成する一員として、社
会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加す
る機会が確保されること。
(2) 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活する
かについての選択の機会が確保され、地域社会にお
いて他の人々と共生することを妨げられないこと。
(3) 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）
その他の意思疎通のための手段についての選択の
機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用の
ための手段についての選択の機会の拡大が図られる
こと。
(4) 全て障害者は、障害のある女性が障害及び性別
による複合的な原因により特に困難な状況に置かれ
る場合等、その性別、年齢等による複合的な原因に
より特に困難な状況に置かれる場合においては、そ
の状況に応じた適切な配慮がなされること。
(5) 障害及び社会的障壁に係る問題は、障害の有無
にかかわらず、全ての府民の問題として認識され、そ
の理解が深められること。
(6) 共生社会を推進するための取組は、府、府民、事
業者及び市町村、国その他の関係機関（以下「市町
村等」という。）の適切な役割分担並びに相互の連携
及び協働の下に行われること。

第三条　すべて障害のある人は、障害を
理由として差別を受けず、個人の尊厳が
重んぜられ、その尊厳にふさわしく、地域
で暮らす権利を有する。
２　障害のある人に対する差別をなくす取
組は、差別の多くが障害のある人に対する
誤解、偏見その他の理解の不足から生じ
ていることを踏まえ、障害のある人に対す
る理解を広げる取組と一体のものとして、
行われなければならない。
３　障害のある人に対する差別をなくす取
組は、様々な立場の県民がそれぞれの立
場を理解し、相協力することにより、すべて
の人がその人の状況に応じて暮らしやす
い社会をつくるべきことを旨として、行われ
なければならない。

第３条 第１条に規定する共生社会の実現
は、次に掲げる事項を旨として図られなけ
ればならない。
(1) 障害のある人は、障害のない人と同等
の権利を有しており、合理的配慮により社
会の様々な分野に参加し貢献できること。
(2) 障害のある人は、どこで誰と生活する
かについての選択の機会が確保され、地
域社会において他の人々と共生すること
を妨げられないこと。
(3) 誰もが障害を有することとなる可能性
があることから、障害を障害のある人だけ
の問題としてではなく、障害のない人も含
めた全ての人の問題として認識し、障害
のある人と障害のない人とが共に学び合
い理解を深める必要があること。
(4) 差別する側と差別される側とに分けて
相手側を一方的に非難し制裁を加えよう
とするものであってはならないこと。

第３条 障害者への差別をなくし、及び虐待
を防止するための取組は、市、市民及び
事業者並びに障害者の医療、保健、福
祉、教育、就労等に関係する機関（以下
「関係機関」という。）が障害者を権利の主
体であると認識し、その権利を尊重し、そ
れぞれの障害に対する理解を深めること
により行われなければならない。
２ 障害者の権利の擁護並びに障害者の
自立及び社会参加の支援に関する施策
の推進は、市、市民、事業者及び関係機
関が相互に連携し、並びに障害者の選択
を尊重することにより行われなければなら
ない。
３ 障害者の権利の擁護並びに障害者の
自立及び社会参加の支援に関する施策
の推進は、障害者が市民の一員として地
域において生活し、それぞれにふさわしい
役割を果たすことができるよう行われなけ
ればならない。

第３条 障害者に対する差別をなくすため
の取組は、全ての障害者が、障害者でな
い者と等しく、基本的人権を享有する個人
としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳
にふさしい生活を保障される権利を有する
ことを前提として行わなければならない。
２ 障害者に対する差別をなくすための取
組は、差別の多くが障害者に対する誤
解、偏見その他の理解の不足から生じて
いることを踏まえ、障害及び障害者に対す
る理解を広げる取組と一体のものとして行
わなければならない。
３ 障害者に対する差別をなくすための取
組は、様々な立場の市民がそれぞれの立
場を理解し、相互に協力して行わなけれ
ばならない。

基本
理念

参考資料 １



北海道 岩手県 茨城県 熊本県 鹿児島県 沖縄県

施行 平成22年4月 平成23年7月 平成27年4月 平成24年4月 平成26年10月 平成26年4月

目的

第１条この条例は、障がい者及び障がい児
の権利を擁護するとともに、障がいがあるこ
とによって障がい者及び障がい児がいかな
る差別、虐待も受けることのない暮らしやす
い地域づくりを推進するため、障がい者及
び障がい児の視点に立って、道の施策の基
本となる事項、道が実施すべき事項及び道
と市町村との連携により実現すべき事項な
どを定めること等により、地域における障が
い者及び障がい児の権利を擁護し、及び生
活の支援に向けた環境を整備し、もって北
海道の障がい者及び障がい児の福祉の増
進に資することを目的とする。

第１条　この条例は、障がいについての理
解の促進及び障がいのある人に対する不
利益な取扱いの解消に関し、基本理念を定
め、県の責務並びに市町村、県民及び事業
者の役割を明らかにするとともに、その施策
の基本となる事項を定めることにより、障が
いのある人と障がいのない人とが互いに権
利を尊重し合いながら共に学び共に生きる
地域づくりを推進することを目的とする。

第１条 この条例は，差別を解消するための
基本理念を定め，県の責務並びに県民及
び事業者の役割を明らかにし，障害及び障
害のある人に対する県民の理解を深め，障
害のある人の権利を擁護して福祉の増進を
図ることにより，障害の有無によって分け隔
てられることなく誰もが個人の尊厳及び権利
が尊重され，住みなれた地域で社会を構成
する一員として共に歩み幸せに暮らすこと
ができる社会の実現に寄与することを目的
とする。

第１条 この条例は、障害者に対する県民の
理解を深め、障害者の権利を擁護するため
の施策（以下この章及び第２２条第１項にお
いて「障害者の権利擁護等のための施策」
という。）に関し、基本理念を定め、並びに
県の責務及び県民の役割を明らかにすると
ともに、障害者の権利擁護等のための施策
の基本となる事項を定めることにより、障害
者の権利擁護等のための施策を総合的に
推進し、もって全ての県民が障害の有無に
かかわらず社会の対等な構成員として安心
して暮らすことのできる共生社会の実現に
寄与することを目的とする。

第１条この条例は，障害を理由とする差別
の解消に関し，基本理念を定め，県及び県
民の責務を明らかにするとともに，障害を理
由とする差別を解消するための基本となる
事項を定めることにより，障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律（平成25年
法律第65号）と相まって，障害を理由とする
差別の解消を推進することを目的とする。

第１条この条例は、障害を理由とした様々な
困難を余儀なくされている人々の状況に鑑
み、障害のある人もない人も共に暮らしや
すい社会づくりに関し、基本理念を定め、県
の責務及び県民の役割を明らかにするとと
もに、障害を理由とする差別の禁止等を定
め、障害を理由とする差別等を解消するた
めの支援等を総合的かつ計画的に推進す
ることにより、全ての県民が障害の有無に
よって分け隔てられることなく社会の対等な
構成員として安心して暮らすことができる共
生社会の実現に寄与することを目的とす
る。

第３条第１条に規定する共生社会の実現
は、全ての障害のある人が障害のない人と
等しく基本的人権を享有する個人としてそ
の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし
い生活を保障される権利を有することを踏
まえ、県、市町村及び県民の相互の連携協
力の下に、社会全体として推進していかな
ければならない。

他自治体等における条例の目的・基本理念

基本
理念

第３条障がい者の権利を実現し、及び社会
参加を確保するための社会生活に関する
施策の推進に当たっては、次に掲げる事項
を基本とする。
(１) 行政機関、学校、地域社会、道民、事業
者その他関係団体が、相互に連携して社会
全体で取り組むこと。
(２) 障がい者への差別を防止し、障がい者
の暮らしづらさを解消し、及び障がい者の権
利を最大限に尊重すること。
(３) 保健、医療、福祉、労働、経済、教育そ
の他障がい者に関するあらゆる分野におい
て、総合的に取り組むこと。
(４) 道内における地域間の格差の是正を図
ること。

第３条　障がいについての理解の促進及び
障がいのある人に対する不利益な取扱い
の解消は、障がいのある人自らが選択した
地域において生活し、地域社会を構成する
一員として社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する権利を尊重すること
を基本として、行われなければならない。
２　障がいのある人に対する不利益な取扱
いの解消のための取組は、不利益な取扱い
の多くが、障がいに対する誤解、偏見、理解
の不足等に起因するものであることにかん
がみ、障がいについての理解を深めること
を基本として、行われなければならない。

第３条 差別を解消するための取組は，全て
の障害のある人が，障害のない人と等しく基
本的人権を享受する個人としてその尊厳が
重んぜられ，障害のない人と同等の権利を
有し，社会の様々な分野に参加できること
を旨として行われなければならない。
２ 差別を解消するための取組は，誰もが障
害を有することとなる可能性があること及び
障害は障害のない人も含めた全ての人に関
係する問題であることが認識され，差別を生
む背景にある誤解，偏見その他の理解の
不足が解消されるよう，障害のある人と障
害のない人が共に学び合い協力していくこ
とを旨として行われなければならない。
３ 差別を解消するための取組は，差別する
側と差別される側とに分けて相手側を一方
的に非難し制裁を加えようとするものであっ
てはならない。

第３条 障害者の権利擁護等のための施策
は、全ての障害者が、障害者でない者と等
しく基本的人権を享有する個人としてその
尊厳が重んぜられ、自らの意思によって社
会経済活動に参加し、自立した地域生活を
営む権利を有すること及び何人も、障害者
に対して、障害を理由として、差別すること
その他の権利利益を侵害する行為をしては
ならないことを踏まえ、全ての県民が各々の
役割を果たすとともに、相互に協力すること
を旨として行われなければならない。

第３条障害を理由とする差別の解消に関す
る施策は，次に掲げる事項を基本理念とし
て行われなければならない。
全ての県民は，障害の有無にかかわらず，
等しく基本的人権を享有する個人としての
尊厳が重んぜられ，その尊厳にふさわしい
生活を保障される権利を有すること。
全ての障害のある人は，社会を構成する一
員として社会，経済，文化その他あらゆる分
野の活動に参加する機会が確保されるこ
と。
全ての障害のある人は，可能な限り，どこで
誰と生活するかについての選択の機会が確
保され，地域社会において他の人々と共生
することを妨げられないこと。
障害を理由とする差別の多くが障害のある
人に対する誤解，偏見その他の理解の不足
から生じていること及び誰もが障害を有する
こととなる可能性があることを踏まえ，障害
のある人だけでなく全ての県民が，障害に
ついての知識及び理解を深める必要がある
こと。

参考資料 １


